
過疎地域を対象とした予算措置（①過疎地域等を対象とした補助金・交付金１）

所管 補助金等の名称・事業名 対象経費 対象地域
交付決定額
（百万円）

総
務
省

過疎地域等自
立活性化推進
交付金

過疎地域等集落ネットワーク圏形成
支援事業

地域運営組織等が行う、複数集落で連携して集落の維持・
活性化に取組む事業に要する経費（高齢者サロン開設等）

過疎地域を含む条
件不利地域

６９０

過疎地域等自立活性化推進事業
市町村等が行う、先進的で波及性のあるソフト事業に要す
る経費（産業の振興や集落の維持・活性化等）

過疎地域のみ

過疎地域集落再編整備事業
市町村が行う、定住促進のための団地整備や空き家改修
等に要する経費

過疎地域のみ

過疎地域遊休施設再整備事業
市町村等が行う、地域活性化や振興のための遊休施設整
備に要する経費

過疎地域のみ

無線システム普
及支援事業費等
補助金

携帯電話等エリア整備事業
市町村が行う、携帯電話等の基地局等整備事業に要する
経費

過疎地域を含む
条件不利地域

１，０８６

公衆無線LAN環境整備支援事業
地方公共団体等が行う、公共的な防災拠点（避難所、
官公署等）におけるWi-Fi環境整備事業に要する経費

過疎地域を含む
条件不利地域

９８

情報通信基盤整備推進補助金
市町村等が行う、地域の活性化を図っていく上で重要・必
要不可欠な光ファイバ等の超高速ブロードバンド基盤の整
備に要する経費

過疎地域を含む
条件不利地域

３９０

厚
生
労
働
省

医療提供体制施設整備交付金
（医療施設近代化施設整備事業）

日本赤十字社等が行う、円滑な事業承継を行うための診
療所の施設整備に係る経費

過疎地域を含む条
件不利地域

２，５０６

医療施設運営等補助
（へき地保健医療対策費：へき地診療所運営事業 等）

都道府県等が行う、無医地区を含むへき地における医療
の提供など支援事業を実施する医療機関等の運営に必要
な経費

無医地区等のへき
地

１，５７０

医療施設等施設整備費補助金
（へき地診療所施設整備事業 等）

都道府県等が行う、無医地区を含むへき地に設置される
へき地診療所等の施設整備に必要な経費

無医地区等のへき
地

２９０

医療施設等設備整備費補助金
（へき地診療所設備整備事業 等）

都道府県等が行う、無医地区を含むへき地に設置される
へき地診療所等の設備整備やへき地患者輸送者（艇）等
の設備整備等に必要な経費

無医地区等のへき
地

６３６

地域医療介護
総合確保基金

介護施設等の整備に関する事業 都道府県等が行う、生活支援ハウスの整備に関する経費
過疎地域を含む条
件不利地域

４８，２７７

資料４

1（備考） ・関係省庁への照会に基づき、総務省過疎対策室が作成。

・「交付決定額」は補助金等全体の額。
・補助金等は平成28年度時点のもの。



過疎地域を対象とした予算措置（①過疎地域等を対象とした補助金・交付金２）

所管 補助金等の名称・事業名 対象経費 対象地域
交付決定額
（百万円）

農
林
水
産
省

農業競争力強化基盤整備事業
（農地整備事業：中山間地域型）

都道府県等が行う、農地の大区画化等による生産効
率の向上に係る経費

過疎地域を含む
条件不利地域

７，５４３

中山間地域等直接支払交付金
農業者等が行う、中山間地域等の農業生産活動に係
る支援事業に要する経費

過疎地域を含む
条件不利地域

２５，６７８

農山漁村地
域整備交付
金

農地防災事業（ため池整備事業：ため池整
備工事）

都道府県、市町村等が行う、老朽化したため池の改修、
補強等の工事に係る経費

過疎地域を含む
条件不利地域

１０６，６５０

農地防災事業（ため池整備事業：ため池整
備工事（特別対策型）

都道府県、市町村等が行う、災害発生の防止等が必
要なため池の廃止や代替えため池の新設及び附帯施
設の整備等に係る経費

過疎地域を含む
条件不利地域

農地防災事業（地域ため池総合整備事
業：旧農業用ため池の廃止後の用地整
備）

都道府県、市町村等が行う、旧農業ため池の廃止後
の埋立及び池敷内又は埋立後の土地造成の整備に
係る経費

過疎地域を含む
条件不利地域

農山漁村振
興交付金

農山漁村活性化整備対策に関する事業
（中山間地域振興型）

都道府県等が行う、農林漁業振興支援等に係る経費
過疎地域を含む
条件不利地域

６，６６８

農山漁村活性化整備対策に関する事業
（森林資源利活用型）

都道府県、市町村等が行う、都市との共生を図りなが
ら森林の適正な管理及び山村の活性化に資する施設
の整備に係る経費

過疎地域を含む
条件不利地域

民有林補助治山事業
（水源地域等保安林整備事業：水源の里保全緊急整備）

都道府県が行う、民有林に関する防災・減災対策に係
る経費

過疎地域を含む
条件不利地域

２４，６８３

2（備考） ・関係省庁への照会に基づき、総務省過疎対策室が作成。

・「交付決定額」は補助金等全体の額。
・補助金等は平成28年度時点のもの。



過疎地域を対象とした予算措置（①過疎地域等を対象とした補助金・交付金３）

所管 補助金等の名称・事業名 対象経費 対象地域
交付決定額
（百万円）

経
済
産
業
省

石油製品販売業環境保全対策事業費
（地域エネルギー供給拠点整備事業：石油製品の安定供給
の維持・確保事業）

揮発油販売事業者等が行う、経営基盤強化のため
のＳＳの統合・集約・移転に係る地下タンクの工事や、
経営効率化のために行う地下タンクから簡易計量機
への入換工事に要する経費

過疎地域のみ ２，３１３

国
土
交
通
省

集落活性化推進事業費補助金
（「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」形成推進事
業：集落活性化推進事業）

市町村が行う、地域住民の公益サービス機能を維持
確保するために既存施設の再編・集約を図る事業に
要する経費

過疎地域を含む
条件不利地域

２３８

地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金
（地域公共交通確保維持改善事業）

一般乗合旅客自動車運送事業者等が行う、地域間
交通ネットワークに接続するバス交通、デマンド交通
を確保するための運行経費等に要する経費

過疎地域を含む
条件不利地域

３，２２７

3

（備考） ・関係省庁への照会に基づき、総務省過疎対策室が作成。

・「交付決定額」は補助金等全体の額。
・補助金等は平成28年度時点のもの。



過疎地域を対象とした予算措置（②過疎地域等を対象とした補助率の嵩上げ１）

所管 補助金等の名称・事業名 対象経費 通常 嵩上げ（過疎地域）

総
務
省

地域経済循環創造事業交付金
地方公共団体が行う、地域金融機関から融資
を受けて事業化に取り組む民間事業者への初
期投資費用に対する助成事業に要する経費

１／２ →

３／４（財政力指数0.25未
満の市町村）

２／３（財政力指数が0.25以
上0.5未満の市町村）

消防防災施設整備費補助金
市町村等が行う、住民生活の安心・安全を確保
するための消防防災施設整備事業（防火水槽
（林野分））に要する経費

１／３ → ５．５／１０

文
部
科
学
省

公立学校施設整備費
（統合に伴う公立の小中学校等施設の新増築
等）

市町村が行う、学校教育の機会均等の確保と
水準の維持向上を図るための公立学校建物の
施設整備に要する経費

１／２、１／３ → ５．５／１０

国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金
市町村が行う、文化財の保存・伝承等のための
各種事業に要する経費 １／２ → ６．５／１０

厚
生
労
働
省

保育所等整備交付金（※１）
（公立の場合：地方債による措置（※２））

社会福祉法人等が行う、保育所等に係る施設
整備事業の実施に要する経費 １／２ → ５．５／１０

農
林
水
産
省

農業競争力強化基盤整備事業
（農地整備事業：経営体育成型）
（※３）

都道府県等が行う、生産基盤の整備及び経営
体の育成に係る経費 １／２ → ５．５／１０

農業基盤整備促進事業
（定率助成分）

市町村等が行う、畦畔除去等による区画拡大
や暗渠排水等の農地整備等に係る経費 １／２ → ５．５／１０

農業水利施設保全合理化事業
（農業水利施設等整備事業）（※３）

都道府県等が行う、パイプライン化等による水
管理省力化支援事業に要する経費 １／２ → ５．５／１０

水利施設整備事業
（農地集積促進型：農地集積促進事業）（※３）

都道府県等が行う、農地集積が一定基準に達
している地区を対象に、徹底した水管理の省力
化を図るシステム等を整備する事業に要する
経費

１／２ → ５．５／１０

農地耕作条件改善事業
都道府県等が行う、耕作条件の改善を機動的
に進めるとともに、農地集積を図りつつ高収益
作物への転換を支援する事業に要する経費

１／２ → ５．５／１０

※３ 同一補助金・事業のうち、措置内容が同様である細事業が複数ある場合は、そのうち１つを明示。

※１ 三位一体改革により補助金が交付金化されたことにより、従前の補助率を参酌して当該交付金の額を算定する措置。
※２ 三位一体改革により廃止・税源移譲された補助金該当部分を対象とする地方債（施設整備事業（一般財源化分））について、交付税措置の嵩上げを行うもの。

4（備考） ・関係省庁への照会に基づき、総務省過疎対策室が作成。
・補助金等は平成28年度時点のもの。



過疎地域を対象とした予算措置（②過疎地域等を対象とした補助率の嵩上げ２）

所管 補助金等の名称・事業名 対象経費 通常 嵩上げ（過疎地域）

農
林
水
産
省

農山漁村地
域整備交付
金

農地整備事業（経営体育成型）
（※１）

都道府県等が行う、効率的かつ安定的な農業
経営を確保するための生産基盤の整備及び経
営体の育成に係る経費

１／２ → ５．５／１０

森林整備事業（育成林整備事業：
森林造成林道、峰越連絡林道以外
の林道に係るもの（※１））

都道府県等が行う、育成林の整備の推進を図
るとともに生活環境の改善にも資するために必
要な路網の整備に係る事業

４．５／１０ →
１／２、５．５／１０、

６．５／１０、７／１０
（※２）

農村地域防災減災事業
（整備事業：用排水施設等整備（ため池整備事業：
防災ため池工事））（※１）

都道府県等が行う、災害発生のおそれのある
用排水施設等の整備に係る経費

１／２ → ５．５／１０

鳥獣被害防止総合交付金（整備事業）
地域協議会等が行う、鳥獣被害防止のための
施設整備に係る経費

１／２ → ５．５／１０

農山漁村振
興交付金

都市農村共生・対流及び地域活性
化対策に関する事業（地域資源活
用対策）

地域協議会が行う、農山漁村地域の農林水産
物を地域内で販売消費・循環させる取組に係る
経費

８００万円上限 → ９００万円上限

農山漁村活性化整備対策に関す
る事業（※３）

都道府県、市町村等が行う、活性化計画を作
成し、その実現に必要な施設整備等を支援す
る事業に要する経費

３／１０、１／２、
定額

→
１／３、２／５、

４．５／１０、５．５／１０

森林環境保
全整備事業

環境林整備事業（林道整備：森林
災害等復旧林道開設）（※１）

都道府県等が行う、人工造林等整備に附帯し
て行う森林作業道の整備に係る経費

１／２ →
５．５／１０、６／１０

（※２）

林業専用道整備事業（林道整備：
林業専用道開設）

都道府県等が行う、森林施業のために利用す
る林業専用道の整備に係る経費

４．５／１０ →
１／２、５．５／１０、

６．５／１０、７／１０
（※２）

※３ 交付額は、要件類別ごとに異なる。

※１ 同一補助金・事業のうち、措置内容が同様である細事業が複数ある場合は、そのうち１つを明示。
※２ 地理的な条件（北海道、離島及び奄美群島の過疎市町村は特例的な措置）によって異なる。

5（備考） ・関係省庁への照会に基づき、総務省過疎対策室が作成。
・補助金等は平成28年度時点のもの。



過疎地域を対象とした予算措置（②過疎地域等を対象とした補助率の嵩上げ３）

所管 補助金等の名称・事業名 対象経費 通常 嵩上げ（過疎地域）

経
済
産
業
省

石油製品販売業環境保全対策事業費補助金
（地域エネルギー供給拠点整備事業：石油製品の
安定供給の維持・確保事業）

揮発油販売事業者等が行う、災害時を含む石
油製品の安定供給を確保するための地下タン
クの大型化に伴う入換工事に要する経費

－（自治体）

2/3(中小企業等)
→

１０／１０（自治体）
３／４（中小企業等）

環
境
省

地域環境保全対策費補助金
（海岸漂着物等地域対策推進事業）

地方公共団体が行う、海洋ごみの回収・処理事
業や発生抑制対策に係る事業等に要する経費

1/2（都道府県が実
施する「地域計画の
策定・改定等に係る
事業」）

7/10（それ以外の事
業）

→

1/2（都道府県が実施する
「地域計画の策定・改定
等に係る事業」）

8/10（それ以外の事業）

6

（備考） ・関係省庁への照会に基づき、総務省過疎対策室が作成。
・補助金等は平成28年度時点のもの。



過疎地域を対象とした予算措置（③要件緩和１）

所
管

補助金等の名称・事業名 対象経費 通常の要件 緩和（過疎地域）

農
林
水
産
省

農業競争力強化基盤整備事業
（農地整備事業：経営体育成型）（※１）

都道府県等が行う、効率的かつ安定的
な農業経営を確保するための生産基盤
の整備及び経営体の育成事業に要す
る経費

区画整理事業の圃場面積の要件
３０ａ以上

→ ２０ａ以上

農山漁村地域整備交付金
（農地整備事業：畑地帯担い手育成型）
（※１）

都道府県又は市町村が行う、必要な水
路や区画整理などの生産基盤整備及
び営農環境の整備、さらに担い手の育
成支援を一体的に実施する事業に要す
る経費

受益面積の要件 ２０ｈａ以上 → １０ａ以上

農村地域防災減災事業
（整備事業：用排水施設等整備（ため池
整備事業：ため池整備工事））（※１）

都道府県等が行う、災害発生のおそれ
のある用排水施設等の整備に要する経
費

貯水量の要件 １０万㎥ → ５万㎥

森林環境保全整備事業
（環境林整備事業：被害森林整備）

都道府県、市町村等が行う、気象害等
による被害森林であって、自助努力等
によっては適切な整備が期待できない
森林における人工造林等整備に係る経
費

森林面積及び全体延長の要件
森林面積：５０ｈａ
全体延長：１ｋｍ以上

→
森林面積：３０ｈａ
全体延長：０．８ｋｍ以上

経
済
産
業
省

再生可能エネルギー事業者支援事業
費補助金

民間事業者等が行う、再生可能エネル
ギー利用設備（バイオマス熱利用、バイ
オマス燃料製造、バイオマス発電）を導
入する際の経費

バイオマス依存率60%以上、バイ
オマスから得られる熱供給能0.40
ＧＪ/ｈ以上、発電出力10㎾以上
等

→
バイオマス依存率60%以上
のみ

※１ 同一補助金・事業のうち、措置内容が同様である細事業が複数ある場合は、そのうち１つを明示。その他ここに明示のないものについては別紙「詳細版」を参照。
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（備考） ・関係省庁への照会に基づき、総務省過疎対策室が作成。
・補助金等は平成28年度時点のもの。



過疎地域を対象とした予算措置（③要件緩和２）

所
管

補助金等の名称・事業名 対象経費 通常の要件 緩和（過疎地域）

国
土
交
通
省

小規模住宅地区等改良事業

地方公共団体が行う、不良住宅が集合
すること等により生活環境の整備が遅れ
ている地区において、不良住宅を除却し、
従前居住者向けの住宅（小規模改良住
宅）を建設するとともに、生活道路、児童
遊園等を整備するための経費

不良住宅の戸数15戸以上かつ
不良住宅率50%以上

→

不良住宅の戸数5戸以上か
つ不良住宅率50％以上（ただ
し激甚災害に対処するため
の特別の財政援助等に関す
る法律に指定された地区であ
ること）

環
境
省

循環型
社会形
成推進
交付金

循環型社会形成推進交付
金（廃棄物処理施設分）

地方公共団体が行う、廃棄物処理施設
の整備や施設の改良による長寿命化事
業に要する経費

人口5万人以上又は面積400㎢
以上の地域計画又は一般廃棄
物処理計画対象地域を構成す
る市町村 等

→
人口又は面積にかかわらず
対象

浄化槽市町村整備推進事
業

市町村が行う、地域の水環境を保全し、
自立・分散型の地域社会の構築のため
の浄化槽整備事業に要する経費

地域計画の計画期間中に100戸
以上の住宅等について浄化槽を
整備

→ 整備戸数 50戸以上

廃棄物処理施設整備交付金

地方公共団体が行う、大規模災害発生
時における災害廃棄物処理体制の強化
及び災害対応拠点になり得る廃棄物処
理施設の整備事業に要する経費

人口5万人以上又は面積400㎢以上
の地域計画又は一般廃棄物処理計
画対象地域を構成する市町村（北
海道、沖縄県、離島地域は除く）
等

→
人口又は面積にかかわらず
対象

二酸化炭素排出抑制対策事業費交付
金

地方公共団体が行う、廃棄物処理施設
への高効率廃棄物発電等の導入に向け
た改良・更新事業に要する経費

人口5万人以上又は面積400㎢以上
の地域計画又は一般廃棄物処理計
画対象地域を構成する市町村 等

→
人口又は面積にかかわらず
対象

8（備考） ・関係省庁への照会に基づき、総務省過疎対策室が作成。
・補助金等は平成28年度時点のもの。



過疎地域自立促進特別措置法における予算措置の規定 １

事業区分 国の負担割合

教育施設 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条に規定する
義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校又は義務教育学校を適正な規
模にするための統合に伴い必要となり、又は必要となった公立の小学校、中
学校又は義務教育学校の校舎又は屋内運動場の新築又は増築（買収その
他これに準ずる方法による取得を含む。）

十分の五・五

児童福祉
施設

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第七条第一項に規定する児
童福祉施設のうち保育所又は幼保連携型認定こども園の設備の新設、修理、
改造、拡張又は整備

二分の一から十分の五・五（国又は地方公
共団体以外の者が設置する保育所又は幼
保連携型認定こども園に係るものにあって
は、三分の二）まで

消防施設 消防施設強化促進法（昭和二十八年法律第八十七号）第三条に規定する消
防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置

十分の五・五

9

（国の負担又は補助の割合の特例等）

第十条 市町村計画に基づいて行う事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合（以

下「国の負担割合」という。）は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。ただし、他の法令の

規定により同表に掲げる割合を超える国の負担割合が定められている場合は、この限りでない。

２ 国は、市町村計画に基づいて行う事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を

交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、

又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

【別表（第十条関係）】



過疎地域自立促進特別措置法における予算措置の規定 ２

（医療の確保）

第十六条 都道府県は、過疎地域における医療を確保するため、都道府県計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実

施しなければならない。

一 診療所の設置

二 患者輸送車（患者輸送艇を含む。）の整備

三 定期的な巡回診療

四 保健師による保健指導等の活動

五 医療機関の協力体制の整備

六 その他無医地区の医療の確保に必要な事業

２ 都道府県は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管

理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。

一 医師又は歯科医師の派遣

二 巡回診療車（巡回診療船を含む。）による巡回診療

３ （略）

４ 都道府県は、第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。

５ 国は、前項の費用のうち第一項第一号から第三号までに掲げる事業及び第二項に規定する事業に係るものについて、政令で

定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。ただし、他の法令の規定により二分の一を超える国の負担割合が定め

られている場合は、この限りでない。
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過疎地域自立促進特別措置法における予算措置の規定 ３

（高齢者の福祉の増進）

第十八条 都道府県は、過疎地域における高齢者の福祉の増進を図るため、市町村計画に基づいて行う事業のうち、老人福祉法

（昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための

施設の整備に要する費用の一部を補助することができる。

２ 国は、予算の範囲内において、都道府県が前項の規定により補助する費用の一部を補助することができる。

３ 国は、過疎地域における高齢者の福祉の増進を図るため、都道府県が都道府県計画に基づいて第一項に規定する施設の整備

をしようとするときは、予算の範囲内において、当該整備に要する費用の一部を補助することができる。

第十九条 国は、過疎地域における高齢者の福祉の増進を図るため、過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて高齢者の自主

的活動の助長と福祉の増進を図るための集会施設の建設をしようとするときは、予算の範囲内において、当該建設に要する費用

の一部を補助することができる。
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